
3月11日 ： 法人企業景気予測調査発表（財務省・内閣府）

3月16日 ： 貿易統計発表（財務省）

3月18日 ： 全国消費者物価指数発表（総務省）

3月24日 ： ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、25日まで）

3月29日 ： 有効求人倍率発表（厚労省）

3月30日 ： 米・第4四半期ＧＤＰ確定値発表（商務省）

3月31日 ： 鉱工業生産・出荷・在庫指数速報発表（経産省）
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令和3年分 所得税の確定申告期限：3月15日

令和3年分 贈与税の申告期限：3月15日

令和3年分 消費税(個人)の確定申告期限：3月31日



平成２７年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産及び債務の明細書

を見直し、一定の要件を満たす方は保有する財産及び債務に係る財産債務調書を提出しなければならないとされ

ています。

現行の提出義務者は、所得税の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の退職所得を除く各種所

得金額の合計額が２，０００万円を超え、かつ、その年の１２月３１日において、財産の価額の合計額が３億円以上

の財産、または、財産の価額の合計額が１億円以上の国外転出特例対象財産を有する方となります。

財 産 債 務 調 書 制 度 の 見 直 し

現行では１０億円以上の財産を有していても、所得が２，０００万円以下の方は提出義務がありませんでしたが、

令和５年分以降は提出義務者に該当するため、今まで以上に提出義務者が増加することになります。

財産債務調書の未提出や重要な事項の記載が不十分である場合にはペナルティが生じるため、適正な財産

債務調書の提出は今後より重要となります。

現 行 改 正 案

提出義務者
所得金額の合計額が2,000万円超

かつ財産価額が３億円以上の者

現行の対象者のほか

財産価額が１０億円以上の者

提出期限 その年の翌年３月１５日 その年の翌年６月３０日

宥恕措置

提出期限後に提出した場合に、

調査があったことにより更正又は

決定があるべきことを予知して

されたものでないときは、提出期限

内に提出されたものとみなし、過少

申告加算税等の特例を適用する

提出期限後に提出した場合に、

調査通知前にされたものである

ときは、過少申告加算税等の

特例を適用する

家庭用動産の記載
100万円未満の

家庭用動産は省略可

300万円未満の

家庭用動産は省略可

現行制度では、高額の資産を保有していても、所得２，０００万円以下の者は財産債務調書の提出義務者には

該当しないため、課税庁側で納税者の資産状況を十分に把握するのが難しい状況となっていました。この状況を

見直すために今回の改正が行われます。

また、保有資産の種類・数量・価額を正確に算出するための納税者側の事務負担も考慮し、提出期限について

も合わせて見直しが行われています。
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（資産税）

財 産 債 務 調 書 制 度 と は

最 後 に ・ ・ ・

令和５年分以降の変更点

※上記に関する詳細につきましては、当社担当者へお問い合わせ下さい。



現 行 制 度 改 正 案 ※1

適用要件

➀

新規雇用者給与等支給額が前年度比

2％以上増加

継続雇用者給与等支給額※2が前年度比

3％以上増加

②
継続雇用者給与等支給額※2が前年度比

4％以上増加

税額控除

➀

控除対象新規雇用者給与等支給額の

15％

控除対象雇用者給与等支給増加額※3

の15％

②
控除対象雇用者給与等支給増加額※3

の25％

上乗せ要件 ➀ 教育訓練費※4が前年度比20％以上増加

上乗せ税額控除 +5％の税額控除

最大控除率
適用要件①＋上乗せ税額控除＝20％

適用要件②＋上乗せ税額控除＝30％

控除上限 法人税額の20％

※1 資本金の額等が10億円以上、かつ、従業員の数が1,000人以上の場合、給与等の引上げ方針、

取引先との適切な関係の構築方針等の事項をインターネットを利用する方法により公表したことを

経済産業大臣に届け出ている場合に限り適用。設立事業年度は対象外。

※2 継続雇用者（国内事業所で雇用した雇用保険法の一般被保険者で、前期及び当期の全期間に支給を受けた

雇用者）に対する給与等支給額をいいます。

※3 税額控除対象となる給与等支給増加額は雇用保険者の一般被保険者のみではなく、雇用者給与が対象となります。

※4 教育訓練費の明細を記載した書類の保存が必要（現行、確定申告書等への添付）。

 

給与等の支給額が増加した場合の法人税額の税額控除
前月は中小企業向けを取り上げましたので、今月は大企業（資本金1億円超の企業など）向けとなります。大企業

向けの人材確保等促進税制は見直され、継続雇用者給与等支給額の前年度からの上昇率等に合わせ、下表の

ように一定の給与増加額の最大30％の税額控除となる見込みです。

令和3年12月10日公表の令和4年度税制改正大綱に基づいて作成しています。改正は国会の審議を経て可決・決定されるものであり、本資料の内容
については正確性を期しておりますが、改正内容等の確実性・正確性を保証するものではありません。予定される税制改正を踏まえ意思決定等を行うとき
は、事前に弊社担当者までご相談ください。

適 用 時 期

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。

（出典：経済産業省資料をもとに作成）

本税制は、従業員の給与等を一定の要件で増加させた場合、法人税から一定額を税額控除できる制度です。役員

の特殊関係者や使用人兼務役員に対する給与や賞与は除かれますので、従業員の方の給与・賞与の増加が必

要となります。

税 制 の 概 要

見

直

し

と

拡

充

（法人税）
朝日税理士法人 城南支社
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変更なし


